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2023 年度 第 3 回 10 月 

東大本番レベル模試 
日本史・採点基準 

◆論述問題・共通の基準◆ 
１．採点基準においては加点要素を，３点のものはアミカケ☐☐で，２点のものは二重線□□で，１点のものは下線□□で，

それぞれ示している。採点に際しては常に前後の文脈に留意する（◎で示した事項，< >）内に示した事項に内容が反して

いないかを確認する）。例外的対応などについては※で示してある。 
２．加点要素に直接関係している歴史用語等（太字で表示）について，①誤字・略字を含む表記，②漢字で記すべき語句のひ

らがな・カタカナ表記，③漢数字を含む語句への算用数字をもちいた表記は，原則として当該加点要素の配点から漢字1文

字分につき１点減点とするが，同一語句・文字がくりかえし不適正な形で表記されている場合は，それぞれを減点の対象と

するのではなく，まとめて１点減点とする。④脱字，当て字のある歴史用語等の表記は，非加点とする。 

３．制限字数を超過した答案については，模試という性質を考慮して対処する。 

４．加点要素の合計が配点を超えているが，各問とも配点を満点としてこれを超える得点は与えない。 
配点を上回る加点要素の設定は，東大本試・日本史で求められる，文章等で提示された具体的事象の抽象化や抽象的表現

の具体化に応じた答案を，より適正に評価することを意図した措置である。 
◆論述問題・採点基準上の記号◆ 
１．◎   …前提条件       （例）「◎アメリカ」 

                               「a 第一次世界大戦に参戦した」 

                               →答案例「イギリスは第一次世界大戦に参戦した」 

                                       ◎の内容と整合性がないため非加点 

※◎の内容は答案構成において明白にされていれば必ずしも記されていなくても良い 

２.<    >…前提条件       （例）「a <首相の>浜口雄幸」 

                               →答案例「浜口雄幸蔵相」 

                                       <    >の内容と整合性がないため非加点 

※<    >の内容は答案構成において明白にされていれば必ずしも記されていなくても良い 

３．〔    〕…別表現       （例）「a 益田〔天草四郎〕時貞」→「益田時貞」と「天草四郎時貞」 

４．（    ）…省略可能箇所 （例）「a 遙任(国司）」          →「遙任」と「遙任国司」 
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第１問 遣唐使と帝国意識 

◆加点要素の合計点３０点→１５点満点◆ 
Ａ 

◆加点要素の合計点１０点→５点満点◆ 
◎７世紀前半の唐への態度 

a 従属しない態度だった  ………２点以内 

◎唐への態度が変化する背景 

b 白村江の戦いに敗れたこと ………３点以内 

c 朝鮮半島への影響力を失ったこと ………２点以内 

◎７世紀後半の唐への態度 

d 降伏する姿勢を示した ………３点以内 

Ｂ 

◆加点要素の合計点２０点→１０点満点◆ 
◎日本の「構造」 

a 帝国構造 ………２点以内 

b 自らを中華とするものだった ………２点以内 

c 唐と同様のものだった ………２点以内 

d 律令にもとづくものだった ………３点以内 

e <「蕃国」の>渤海に朝貢を求めるものだった ………２点以内 

f <「蕃国」の>新羅に朝貢を求めるものだった ………２点以内 

g <「北方」の>蝦夷に朝貢を求めるものだった ………２点以内 

h <「南方」の>隼人に朝貢を求めるものだった ………２点以内 

i 異国人を官吏として登用することがあるものだった ………１点以内 

◎８世紀後半に生じた問題 

j 建前では蕃国とする唐の使者にどのような儀礼で臨むかという問題 ………２点以内 

 

第２問 菅浦と中世の惣村 

◆加点要素の合計点３０点→１５点満点◆ 
Ａ 

◆加点要素の合計点１２点→６点満点◆ 
◎大浦荘と菅浦の対立 

a 入会地をめぐる紛争が生じた ………３点以内 

b 第三者の仲裁で解決が図られた ………３点以内 

c 自らの権利は自身で守るという原理〔自力救済の原理〕のもとで続いた ………３点以内 

d 報復が繰り返された ………３点以内 

Ｂ 

◆加点要素の合計点１８点→９点満点◆ 
◎菅浦の「体裁」 

a 惣村 ………３点以内 

b 乙名による行政組織を持った ………１点以内 

c 若衆による軍事組織を持った ………１点以内 

d 寄合を開いた ………３点以内 

e 地下請を行った ………３点以内 

f 自検断を行使した ………３点以内 

◎菅浦が「体裁」を維持できなくなった理由 

g 戦国大名の台頭によって自治が困難になった ………２点以内 

h 浅井氏の台頭によって自治が困難になった ………２点以内 
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第３問 江戸幕府の朝廷統制と朝幕関係 

◆加点要素の合計点３０点→１５点満点◆ 
Ａ 

◆加点要素の合計点１２点→６点満点◆ 
◎江戸幕府 

a 禁裏御料・公家領を最小限度にとどめた ………３点以内 

◎江戸幕府の朝廷統制 

b 摂家を通じて行った ………２点以内 

c 武家伝奏を置いた ………３点以内 

d 京都所司代を置いた ………３点以内 

e 朝廷の内部・外部からの二重の統制機構によるものだった ………１点以内 

Ｂ 

◆加点要素の合計点１８点→９点満点◆ 
◎1750年代に起こった事件 

a 宝暦事件 ………３点以内 

b 摂家が竹内式部の門下の公家への処分を主導した ………２点以内 

◎1760年代に起こった事件 

c 明和事件 ………３点以内 

d 幕府が山県大弐への処分を主導した ………２点以内 

◎寛政の改革時に起こった事件 

e 尊号一件 ………３点以内 

f 幕府と朝廷の協調関係が崩れる契機となった ………３点以内 

g 朝廷の権威が浮上する一因となった ………２点以内 

 

第４問 近現代の女性と社会 

◆加点要素の合計点３０点→１５点満点◆ 
Ａ 

◆加点要素の合計点１４点→７点満点◆ 
◎「企業勃興の契機となった会社」 

a 大阪紡績会社 ………２点以内 

b 小作農の娘が女工を占めた ………３点以内 

◎明治期 

c 松方財政がとられた ………３点以内 

d <「一連の緊縮・デフレ政策によって」>小作農が増加した ………２点以内 

e 女性が産業革命を支えた ………２点以内 

◎「良妻賢母主義」 

f 女性の役割を家庭内のみに求めるものだった ………１点以内 

g 中流階層以上を対象とするものだった ………１点以内 

Ｂ 

◆加点要素の合計点１６点→８点満点◆ 
◎1910年代の女性 

a 職業婦人が現れた ………２点以内 

◎1930年代の女性 

b 総力戦のなかで社会進出が促された ………３点以内 

◎戦後の女性 

c 女性参政権が認められた ………３点以内 

◎戦後の女性に関わる法整備 

d 新民法が定められた ………３点以内 

e 男女同権の家族制度が定められた ………２点以内 

◎戦後の女性にとって解消されなかった問題 

f 男女間賃金格差 ………３点以内 


